
　愛知信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客様に必要な資
金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するため、以下の方針に
基づき、地域金融の円滑化に傾注し取組んでまいります。
１． 中小企業の経営支援に関する取組方針
　地域の中小企業・小規模事業者および個人のお客様への安定した資
金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫
にとって、最も重要な社会的使命と位置づけています。
　当金庫は、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等があった場合
には、これまでと同様、お客様の抱えている問題を十分把握したうえ
で、その解決に向け真摯に取組みます。
２． 中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況
　当金庫は、上記取組み方針を適切に実施し、お客様へのきめ細やか
な経営改善を行うため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っておりま
す。
●地域金融円滑化のための基本方針、金融円滑化管理方針および金
融円滑化管理規程を策定し、金融円滑化管理責任者を選任しており
ます。
●全営業店に事業資金・住宅ローンの返済計画見直しご相談窓口を設
置し、事業資金・住宅ローンの返済等についてのご相談に対し、適切
に取組む体制を整えています。
●本部審査部「企業支援室」と営業店及び「中小企業支援ネットワー
ク」の外部アドバイザーが一体となり、企業支援先のお客様のもとへ
直接訪問し、経営改善支援の取組を行う態勢や、中小企業再生支援
協議会等の活用および連携を図る態勢を作っています。
●お客様の事業価値を見極める能力（目利き力）を向上させるため、融
資の現場の職員に対し、全国信用金庫協会の「目利き力養成」講座
等に派遣し、目利き力向上の研修を行っております。また、認定支援
機関向け経営改善・事業再生の研修に職員を派遣し、支援能力の向
上を図ります。

３． 中小企業の経営支援に関する取組状況
●中小企業支援ネットワーク（＊）の構築に参画し、参加機関と連携して
中小企業・小規模事業者の経営改善・事業再生支援に取組んでおり
ます。
（＊）信用保証協会を中心に、商工会・商工会議所・中小企業団体中央
会、税理士・公認会計士・中小企業診断士、地域金融機関、政府系金
融機関、中小企業再生支援協議会、地方公共団体、財務局・経産局等
により構成。
●愛知中小企業再生ファンドや地域中小企業応援ファンドに対し、出資
および融資による資金供給を行い、地域の中小企業の再生と育成に
取組んでおります。
●平成２４年１２月２１日に経営革新等支援機関として認定を受け、中
小企業・小規模事業者等の経営力の強化を図るための支援に取組ん
でおります。
●本部「企業支援室」と営業店及び「中小企業支援ネットワーク」のアド
バイザーが同行訪問し、企業支援先に対して、事業改善計画書の策
定を含め経営改善支援に取組んでおります。
●創業・新規事業開拓の支援については、平成26年度地域創業促進
支援事業による「あいしん創業スクール」（ベーシック・女性起業家各
コース）を開催いたしました。名古屋市小規模金融公社や名古屋商
工会議所との共催により、「起業支援セミナー」を開催しております。
また、東京ドームで行われた「信金発！ 地域発見フェア」に、お客様企
業の参加（出展）や出展企業との個別相談会等への参加依頼等を行
い、ビジネス環境の拡大や変革等の支援を取組んでおります。

４． 地域活性化に関する取組み状況
　地域社会の一員として地元の中小企業者や住民との強い絆とネット
ワークを形成し、地域社会の持続的発展に努め、金融機能の提供にと
どまらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、地域におけるイベ
ントなどに積極的に参加し地域社会の活性化に取組んでおります。

地域金融円滑化のための基本方針 キャッシュカード・通帳（証書）および暗証番号等の管理について
●キャッシュカードの管理
①キャッシュカードは他人に使用されないよう管理してください。
②キャッシュカードは紛失していないかこまめにご確認ください。
③キャッシュカードは、暗証番号を記載したメモや暗証番号を推測させ
る書類等（免許証・健康保険証・パスポート等）とは別々に管理してく
ださい。

④キャッシュカードを安易に他人に渡さないでください。
⑤キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目に
つきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的
に考えられる状況下におかないでください。

●通帳（証書）・印鑑の管理
①通帳（証書）・印鑑は他人に使用されることのないよう別々に管理し
てください。

②通帳（証書）・印鑑を紛失していないかをこまめにご確認いただくと
ともに、通帳記入などで残高をこまめにご確認ください。

③通帳（証書）・印鑑を安易に他人に渡さないでください。
④届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳（証書）ととも
に保管したり、他人に渡したりしないでください。

⑤通帳（証書）・印鑑を他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗
難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下におかないで
ください。

⑥お取引にかかる印鑑については、大量に生産されている三文判など
は極力使用しないでください。

●暗証番号の管理
①暗証番号は他人に知らせないでください。
②キャッシュカードに暗証番号を書き記さないでください。
③生年月日、電話番号、住所の番地、自動車等のナンバーなど他人に
推測されやすい番号を暗証番号に使用しないでください。

④キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話
など他の取引に使用する際の暗証番号に使用することは避けてく
ださい。

⑤ＡＴＭなどを利用されるときは暗証番号を後ろから覗き見されない
ようご注意ください。

●インターネットバンキング取引にかかるＩＤ・パスワードの管理
①ＩＤ・パスワード等は他人に知らせないでください。
②生年月日、電話番号、住所の番地、自動車等のナンバーなど他人に
推測されやすい番号をＩＤ・パスワードに使用しないでください。

③ＩＤ・パスワード等をパソコンのファイルやメール等に保存しないでく
ださい。

④ＩＤ・パスワード等は、メモ等の紙に残さないようにしてください。
⑤インターネットカフェなど不特定多数の人が利用する場所でパソコ
ン等でインターネットバンキング取引を行わないでください。

⑥当金庫からメール等でお客様のＩＤ・パスワードをお尋ねすることは
ありません。

補償の概要について
　当金庫では、万一、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカード、盗
難通帳（証書）およびインターネットバンキングを利用した預金等の不
正な払戻し被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させて
いただきます。
　ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があ
るなどの場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかね
るケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたし
ます。
　また、お客さまにおかれましても、「キャッシュカードと暗証番号」「通
帳（証書）と印鑑」「インターネットバンキング取引にかかるＩＤ・パスワー
ド」などを厳重に管理していただくとともに、「推測されやすい暗証番

号またはＩＤ・パスワード等」をご使用の場合は速やかに暗証番号等を変
更してくださいますようお願いいたします。

【不正な払戻し等にお気づきの際は】
◎万一、キャッシュカードや通帳等を盗まれたり紛失したりした場合や
預金通帳等に身に覚えがない取引が記録されているなどの場合には、
ただちに当金庫にご連絡ください。
◎空き巣や車上盗難などの被害に遭われたときは、キャッシュカードや
通帳（証書）、印鑑が盗まれていなくても、不正に使用されている場合
がありますので、念のため当金庫にご連絡ください。
　詳しくは、当金庫ホームページをご覧ください。

盗難、紛失、偽造などに遭われた時の連絡先
曜　　日

平　　日

土曜・日曜・祝日
（ＡＴＭ稼働日）

受付時間帯

８：４５～１７：３０

上記時間外
１７：３０～翌日８：４５

０：００～２４：００

受付先

各お取引店

信金監視センター

連絡先
各お取引店　電話番号

（本誌P51～52または当金庫ホームページをご覧ください）

052－203－8299

【愛知信用金庫　各支店】
●窓口によるご相談 平日　午前９：００～午後３：００
●電話によるご相談 平日　午前９：００～午後５：００
●郵送によるご相談 各支店の住所宛て

【愛知信用金庫　審査部「企業支援室」】
●電話によるご相談 平日　午前９：００～午後５：００
 電話　０５２－９５１－９４４４
●インターネットによるご相談
http://www.aichishinkin.co.jp/　お問い合せフォーム
●郵送によるご相談
〒460－0003　名古屋市中区錦三丁目15番25号
愛知信用金庫　審査部「企業支援室」宛て

お客様からの返済計画見直し等に係るご相談は
次の相談窓口をご利用ください。

貸付けの条件の変更等の申込みに対する実施状況
単位：件、百万円

お 申 込 み
 実 行
 謝 絶
 審 査 中
 取 下 げ

3,977
3,941
12
10
14

38,806
38,474
112
86
133

事 業 資 金
件 数 金 額

86
85
0
0
1

1,329
1,324

0
0
5

住 宅 資 金
件 数 金 額

（平成21年12月4日～平成27年3月31日）

【愛知信用金庫 業務部「相談窓口」】
●電話によるご相談 平日　午前９：００～午後５：００
 電話　０５２－９５１－９４４５
 フリーダイヤル　０１２０－１１３－００３

●インターネットによるご相談
http://www.aichishinkin.co.jp/　お問い合せフォーム

●郵送によるご相談
〒460－0003　名古屋市中区錦三丁目15番25号
愛知信用金庫　業務部宛て

お客様からの貸付条件の変更等に関する苦情相談は
次の相談窓口をご利用ください。

地域金融円滑化について キャッシュカード・インターネットバンキングご利用について
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